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○漏水による水道料金軽減取扱要領 

平成２０年１月 １日 

改正 平成２７年３月３１日 

改正 平成３０年４月 １日 

改正 令和 ５年４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、三木市水道事業給水条例（平成１０年３月３０日条例第

１号。以下「条例」という。）第３８条の規定に基づき、漏水があった場合

に水道料金を軽減することについて、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よる。 

 

（漏水量の認定） 

第３条 管理者は、使用水量に異常があると認めたときは、当該使用水量とそ

の直前の１年間における当該使用者の平均使用水量との差に相当する量を漏

水量とする。ただし、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに掲

げる量を漏水量とすることができる。 

（１） 使用水量に異常があると認めた場合において、直前の１年間におけ

る当該使用者の使用水量が時期によって著しく変動していると認めるとき

は、当該直前の１年間のうちの同時期の使用水量との差に相当する量 

（２） 当該使用者の水道の使用期間が２月以上１２月未満である場合にお

いて、使用水量に異常があると認めたときは、その直前の６月間の平均使

用水量又はその直前の２月間の使用水量との差に相当する量 

（３） 当該使用者の水道の使用期間が２月未満である場合において、使用

水量に異常があると認めたときは、その使用者と同一の口径及び種別の使

用者のうち、適当と認められるものの使用水量との差に相当する量 

 

（漏水時の使用水量の認定） 

第４条 管理者は、漏水が次の各号に掲げる場合において、その漏水が使用者

の故意又は過失によるものでないと認めるときは、当該各号に定める量を当

該使用者に係る水道料金の算定の基礎となる使用水量（以下「認定使用水量」

という。）とすることができる。 
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（１） 床下、コンクリート盤下、壁中等における漏水であって、これを発

見することが困難であると認める場合又は低温注意報発令時等における凍

結による漏水であって、使用者が善良な管理を行っていたにもかかわらず、

これを防止することが困難であったと認める場合 別表第1に掲げる区分

により算定した量 

（２） 受水槽のボールタップ等が故障した場合における漏水であって、こ

れを発見することが困難であると認める場合 別表第2に掲げる区分によ

り算定した量 

２ 一の給水装置に係る前項の規定による認定は、連続する3検針期（三木市水

道事業給水条例（平成10年三木市条例第1号）第29条に規定する点検期間を

いう。）分を限度とし、一の漏水が継続した期間について行うものとする。 

３ 第1項各号に定める漏水がそれぞれ発生した場合において、その期間が重複

するときは、当該期間における認定使用水量は、同項第1号及び同項第2号の

いずれか少ない量とする。 

 

（申請） 

第５条 前条第１項の規定による認定を受けようとする使用者は、三木市指定

給水装置工事事業者による当該漏水に係る修繕が完了後１年以内に、漏水に

よる水道料金等軽減措置申請書（様式第1号）に漏水修理完了報告書（様式第

2号）を添えて管理者に提出しなければならない。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２０年１月１日から施行する。 

（上水道料金漏水軽減取扱要領の廃止） 

２ 上水道料金漏水軽減取扱要領（平成１７年４月１日制定）は、廃止する。 

附 則（平成２７年３月３１日） 

３ 上水道料金漏水軽減取扱要領（平成２７年３月３１日制定）は、廃止する。 

附 則（平成３０年４月１日） 

４ 上水道料金漏水軽減取扱要領（平成３０年４月１日制定）は、廃止する。 

附 則（令和５年４月１日） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

この要領による改正後の漏水による水道料金軽減取扱要領は、この要領の

施行の日以後に発生した漏水について適用し、同日前に発生した漏水につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

漏水量 認定使用水量 

100m3まで 給水量－（漏水量×50％） 

100m3を超え300m3まで 給水量－（100m3×50％）－｛（漏水量－100m3）

×60％｝ 

300m3を超えるもの 給水量－（100m3×50％）－（200m3×60％）

－｛（漏水量－300m3）×70％｝ 

（注） 認定使用水量に１m３未満の端数が生じるときは、その端数は切り上

げる。 

 

 

 

 

別表第２（第４条関係） 

漏水量 認定使用水量 

100m3まで 給水量－（漏水量×40％） 

100m3を超え500m3まで 給水量－（100m3×40％）－｛（漏水量－100m3）

×50％｝ 

500m3を超えるもの 給水量－（100m3×40％）－（400m3×50％）

－｛（漏水量－500m3）×60％｝ 

（注） 認定使用水量に１m３未満の端数が生じるときは、その端数は切り上

げる。 

 

 

 

 

 


